








 
 
 
十島村では、認知症の方と家族が地域で安心して暮らせる地域づくりを進め

ています。取り組みの一環として、各島で「認知症カフェ」を開催しています。 

 

１９９７年オランダで始まった「アルツハイマーカフェ」から、世界各国に広

がりました。日本では、認知症施策推進計画の取り組みのため全国の市町村に広

がっていきました。 

認知症の方やその家族、地域の人や専門職など、誰もが参加できます。認知症

への理解や家族の介護負担を図り、地域すべての方が安心して暮らせるような

取り組みを行っています。 

 

・体操（十島の歌ストレッチ・ラジオ体操・DVD体操） 

・レクリエーション（タケノコ取り・脳トレ・パズル・グランドゴルフなど…） 

・お茶会（お菓子・お誕生日会・島で取れたタケノコを使った料理など…） 

・子どもに向けた勉強会 

 

 

運動と認知トレーニングを同時に行うことで、認知症予防に効果的です！ 

【期待できる効果】①生活習慣病・認知症を予防 ②記憶力の維持・向上に期待 

 

 

十島村包括支援センターからのお知らせ 
～認知症カフェについて～ 

８月平島「パラダイスカフェ」の様子 

夏休みで子どもに向けて認知症を知ってもらうため

にカフェを開催しました！認知症の講義やクイズ、予

防へ向けたコグニサイズを実施して、みんなで認知症

に対する理解を深めることができました！ 

 

ステップ運動を行いながら、「３の倍数」のと 

きに手をたたくトレーニングを行いました。 

それぞれ単純な動作ですが、頭と体を同時に動

かすため、実際にやってみると難しいです 

運動を行うことで、脳血管性の認知症を予防や

脳の健康に効果的！ 

脳トレで脳内の記憶力の維持を促します！ 

認知症カフェの目的

・認知症の普及啓発や地域での支え合いの推進 

・レクリエーションや勉強会を通した交流の場 

・認知症の方や家族の支え合いの支援 

  

  

 

 

 

 

 

 

・参加者皆で制作活動やレクリエーション(参加者皆で楽しみながら、身体機能向上、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護予防生活支援施設 中之島 くつろぎの郷 

介護予防生活支援拠点施設 くつろぎの郷とは？ 

１ ありがとうの飛び交う中之島を支援します。 

２ 人と人とを繋ぐ、思いやりの心を支援します。 

この 2つを理念として、高齢者の皆さんが要介護状態に 

ならないように、運動や知識の普及に取り組んでいます。 

また、介護が必要となっても、住み慣れた島での生活を継続できるよう 

支援を行っている施設です。 

脳の活性化、コミュニケーションの促進のため 

・シルバークラブと合同で花植えを実施(地域の活性化に繋げる) 

・認知症についての知識や家族介護に対する情報発信など、 

自由な参加で地域の交流に繋げる『くつろぎカフェ』なども実施し

ています。 
 

ほしのこ園に招待され 

みんなで見学に行きました 

園児と一緒に鯉のぼり

製作や七夕等をして

交流しています 

くつろぎカフェで将棋対決 

中之島 くつろぎの郷 

お困りの際はお問合せください  

固定電話 09912-2-2085 



普通自動車と軽自動車は ※全て自動車検査証に記載された使用者の名義で申請してください。

車検時の航送運賃の助成があります︕ ※世帯に村税及び公共料金、家賃等の滞納がある場合は交付できない為ご確認ください。

■１.対象︓車検目的で航送した車検義務のある車両（※車検は2か月前より可能） ■２.対象外

①普通自動車 ②十島村に軽自動車税を　納税している軽自動車 新規購入・修理・買い替え・譲渡・廃車等の

（小型自動車、個人名義で所有の牛運搬車両など） 自動車検査証の登録住所が　　「鹿児島県鹿児島郡十島村～」のみ 車検目的以外の航送運賃については対象外

※畜産組合等は村所有の公用車の為不可 （※法人は軽自動車のみ適用） （車検の結果、廃車になった場合は村民室へ）

※特殊手荷物に分類される

二輪の小型自動車も対象外です。

■３.対象航路 十島村各港からの往復

十島村内各港から鹿児島本港または名瀬港間の航路。

ただし、十島村内各港発着の村営定期船往復のみ。※片道のみは助成不可。

(有人・無人については不問) または

■４.交付申請に必要な書類(※全て自動車検査証に記載された使用者の名義で申請)

①十島村自動車航送運賃助成金交付申請書兼同意書(出張所にて配布・受取口座も記入)

②その他必要な書類　※(1)～(3)は必須です。

 (1)   自動車検査証または自動車検査証記録事項の写し（検査後）  (2)   自動車運転免許証の写し  (3)   自動車航送申込書兼航送券の写し（往復分）

（住所変更された方は必ず登録住所の確認の為、自動車検査証記録事項で提出） （表面と現住所が異なる場合は両面） 申込者又は受取者が使用者本人の名義であること

《表面》 旅行目的は往路・復路ともに「車検」であること

《裏面》

※下記は必要に応じてご提出ください。

 (4)   （新しい口座を登録する場合）助成金の受取口座を確認できる書類※（本人名義の通帳　　またはキャッシュカード）の写し

 (5)   （代理人による申請の場合）代理人の本人確認できる書類の写し

 (6)   （リース契約車両の場合）契約書の写し

■５.申請期限 ※年度をまたがないよう余裕をもって航送・申請してください。 ■問い合わせ先︓ 詳細は十島村役場ホームページ掲載の

①復路の海上輸送をした日の翌月から３か月以内 十島村役場　総務課 要綱をご確認ください。

②復路の海上輸送をした翌年度の４月10日まで デジタル政策室

のいずれか早い日までに提出



【鹿児島市内】

協定宿泊施設 住所 電話番号
（参考）利用料金

大人ｼﾝｸﾞﾙ1泊
素泊まり

ホテルサンフレックス 鹿児島市堀江町19-14　 099-225-5511 4,150

クインテッサホテル 鹿児島市呉服町1-3 099-227-5611 6,000

アクアガーデンホテル福丸 鹿児島市名山町11-8 099-226-3211 4,200

ウイークリーマンション白樺 鹿児島市泉町14-9 099-226-4518 4,000

グリーンゲストハウス 鹿児島市住吉町5-7 099-802-4301 2,300(ﾄﾞﾐﾄﾘｰ)

鹿児島県市町村自治会館 鹿児島市鴨池新町7-4 099-206-1010 3,450

レム鹿児島 鹿児島市東千石町1-32 099-227-4123 5,200

ホテル＆レジデンス南洲館 鹿児島市東千石町19-17 099-226-8188 4,200

ホテルニューニシノ 鹿児島市千石町13-24 099-224-3232 5,700

サンデイズイン鹿児島 鹿児島市山之口町9-8 099-227-5151 4,200

ユー スタイル ホテル メイト 鹿児島市呉服町5-17 099-226-6100 4,700

ｳｨｰｸﾘｰ＆ﾃﾞｲﾘｰ天文館 鹿児島市東千石町2-17 099-227-5333 4,200

ゲストハウスグラシアス 鹿児島市住吉町13-14 099-213-9323 5,000

ゲストハウス　Ｍ１０４ 鹿児島市名山町10-4 099-225-3939 2,500(ﾄﾞﾐﾄﾘｰ)

【奄美市内】

協定宿泊施設 住所 電話番号
（参考）利用料金

大人ｼﾝｸﾞﾙ1泊
素泊まり

ビッグマリン奄美 奄美市名瀬矢之脇町30-1 0997-53-1321 4,200

奄美ポートタワーホテル 奄美市名瀬塩浜町4-12 0997-54-1111 5,400

ホテルサンデイズ奄美 奄美市名瀬矢之脇町30-1 0997-53-5151 6,000

ホテルニュー奄美
（9/1新規追加、送迎可）

奄美市名瀬入舟町9番2号 0997-52-2000 5,980

（お知らせ）

十島村滞在費用助成の宿泊施設について

十島村に住所のある方が「鹿児島市内」または「奄美市内」で滞在する際に、村と協定している
下記の宿泊施設に宿泊利用券を提出し宿泊すると助成（窓口にて割引）を受けることができま
す。
（助成内容）75歳以上または中学生以下の方　１泊1,000円を助成
　　　　　　　※ただし、小学生以下は利用料金から1,200円を差し引いた額（上限3,000円）
　　　　　　一般の方　１泊400円を助成

（申請方法）
①　下記の協定宿泊施設へ電話をしていただき、「十島村役場の利用券を使用する」旨を
　伝えていただき、金額の確認、予約をしてください。
②　「十島村役場３階総務課」または「各島の出張所」にて宿泊利用券の申請をしてください。
③　受付印を押印した利用券を、宿泊先の窓口へ提出してください。

※宿泊料金については、参考価格となり時期や曜日によって変動がありますので、電話予約時に
確認をしてください。

9/1より、協定宿泊施設に「ホテルニュー奄美」が追加となりました。奄美での入港時、出港前
にフェリーとしま２までの送迎が可能（予約時に確認が必要）とのことです。

本助成金については村税や保険料等に滞納がある方はご利用することができません。また、滞納
あるときに利用された場合、後日返金していただくことになりますので、納期限にはご注意くだ
さい。

事業者の方へ 
償却資産（固定資産税）は毎年の申告が必要です︕ 

 
 固定資産税は「土地」「家屋」「償却資産」に区分されます。 
「土地」や「家屋」には登記制度があり、課税対象を把握することができます。 
「償却資産」には登記制度がないため、所有者による毎年の申告が義務付けら

れています。（地方税法第 383条の規定による） 
事業で使う償却資産は、土地や家屋と同様に固定資産税の課税対象です。 

 毎年１月１日時点で村内に償却資産を所有している人は、個人・法人に関わら
ず確定申告とは別に申告書を提出してください。  
○償却資産とは︖ 
会社や個人（農業、漁業、民宿業などをされている方）が事業のために所有し
ている土地・家屋以外の資産です。 

 例 ・所有している牛舎 ・村補助事業で購入した農業用機械 
   ・民宿に設置している壁掛けエアコン ・漁業のため購入した船  
○償却資産に該当するものは︖ 
構築物、機械・装置、船舶、航空機、車両・運搬具、工具・器具・備品など 
【例】パソコン、ビニールハウス、自動販売機、牛舎、バックホー、船 など 
※軽自動車税の対象となるものは、償却資産の課税対象ではありません。  
※耐用年数が１年未満または 10万円未満の資産は申告対象外となります。た
だし、10 万円未満の資産のうち、所得税法又は法人税法の所得の計算上、
減価償却資産として固定資産勘定に計上した資産は、申告の対象となりま
す。 
※一括償却資産（取得価格が 20万円未満の減価償却資産を一括して３年間で
償却する資産）は申告対象外となります。  

○申告方法 
 前年度に申告をした人などに 12月下旬に申告書類を送付します。また、村税
の賦課徴収に関する調査の結果、償却資産を所有されている方へも申告書類を
送付します。お手元に届かない場合は、役場又は出張所へ連絡してください。 
 

お問い合わせ先︓十島村役場 総務課 税務係 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↓ 宝島 いまきら園 「み～つけた」なんだろね？ 

中之島 ほしのこ園 大運動会！よく頑張りました♪ 

↓ 口之島 くちっこ園 Happy Birthday 

諏訪之瀬島 すわっこ園 た～のしいなぁ 

← 平島 

たいらっこ園 

㊗ お誕生会 

↓ 悪石島 

のびっこ園 

運動会で，鉄棒・跳び箱・

マット 頑張りました！ 

↑ 小宝島 

子ども達！ かけっこんばったね 
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○留学生寮 「宝島寮」

山海留学生寮、教員住宅 完成 
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○教員住宅  小宝島・宝島



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域おこし協力隊（学校環境支援員）を募集しています。 

【背景】 

〇 令和 6年度から、給食調理業務の強化を図ることから、各島において給食調理員を 2

名体制とし、補助員協力のもと給食調理体制を展開することとしました。 

〇 5か島（中之島、諏訪之瀬島、悪石島、小宝島、宝島）においては 2名体制となって

います。 

〇 2か島（口之島、平島）は、給食調理員の高齢化及び人材不足のため、給食調理員 1名

と補助員による体制でスタートしました。 

〇 そこで、2か島では、1名について島外からの雇用を図ることとし、「地域おこし協力

隊」制度を活用し、給食業務を含む学校環境支援員を募集しているところです。 

〇 現在、口之島には 1名の給食調理員がいますが、平島には１名もいない状況です。 

 

【地域おこし協力隊（学校環境支援員）】 

〇 業務内容 

 子どもたちが安心・安全に学校生活をお

くることができる環境支援（給食業務を含

む） 

〇 活動内容 

 ① 学校給食に関する業務 

   学校給食調理、購入物資の検収・管 

理、衛生管理など 

 ② 学校環境支援に関する業務 

   校内の清掃、環境緑化など 
給食調理風景 

★平島では、給食調理員が不足しています★ 

 平島では補助員による協力体制により、給食業務を進めていますが、思うような展開が

できておらず、一刻も早い給食調理員の確保が急務となっております。 

 村は、児童生徒の教育環境の充実を目指して展開していくこととしております。 

離島において、子どもたちの学校生活、教育環境支援にご協力いただけませんか。 

離島の学校で、給食調理や環境緑化活動に興味のある方は、ぜひ応募してください。 

なお、島内在住者の皆様には、島外親戚、知人、友人等に声掛けいただきますよう、ご

協力をお願いします。 




